
令和　元年　1１月　1日現在

《保険給付の利用者負担額》 3 割負担の場合 《利用者自己負担額》

（1）サービス利用負担金 （２）加算の費用 （３）居住費と食費 （１日あたり）

居住費・食費の減免については、申請を行い認定を受ける

必要があります。減免は三段階あります。

短期入所生活介護
（ シ ョ ー ト ス テ イ ）

機 能 訓 練 体 制 加 算 36円／日
併設型

１日あたりの負担金

個 別 機 能 訓 練 加 算 168円／日

要支援　１ －－－ 1,314円
看 護 体 制 加 算 （ Ⅱ ） 24円／日

食　費

多床室使用

居住費

要介護　３ 2,172円 －－－

療 養 食 加 算 24円／回

食　費

費用の額

介護給付 予防給付
看 護 体 制 加 算 （ Ⅰ ） 12円／日

基準費用額
居住費 855円

1,392円
0円

要介護　１ 1,758円 －－－

緊 急 短 期 入 所 受 入 加 算 270円／日

食　費 300円

要支援　２ －－－ 1,635円

医 療 連 携 強 化 加 算 174円／日

利用者負担
第１段階

居住費 370円

390円

要介護　２ 1,962円 －－－

送 迎 加 算 552円／回
利用者負担
第２段階

居住費 370円

要介護　５ 2,574円 －－－

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 36円／日
食　費 650円

要介護　４ 2,376円 －－－

連 続 ３ ０ 日 超 利 用 減 算 -90円／日
利用者負担
第３段階

1,392円

392円
昼　食 500円
夕　食 500円

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 （ Ⅰ ） 8.3%
介 護 職 員 特 定 処 遇 改 善 加 算 （ Ⅱ ） 2.3% 食費の

内　訳

朝　食

合　計


